
-

（ ）

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

住宅市場整備推進等事業
費補助金

計

平成29・30年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由

平成３０年度廃止

30年度要求

0

事業番号 新29 0001

-

29年度当初予算

38

38 0

年度37

住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱

26年度 27年度 28年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

38 0

関係する計画、
通知等

達成度

-

-

-

年度

400万戸

平成２９年度行政事業レビューシート 国土交通省

執行額

0 0 0 38 0

執行率（％） - - -

平成２９年度
事業終了

（予定）年度
平成２９年度

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

空き家の多様な利活用等を進めていくため、民間事業者等と連携して空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等を行う市区町村を支援し、それら取組
の全国的な普及を図る。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

万戸

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

-

-

27年度

○　事業内容：
　① 市区町村が行う空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等の実施
　② 上記①の取組結果の集約・分析、全国的な普及に向けた定型化
○　補助対象：
　① 市区町村が行う空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等の実施に要する経費
　② 上記事業内容①の取組結果の集約・分析、全国的な普及に向けた定型化に要する経費
○　補助率：
　定額

- -

-

- -

- -

賃貸・売却用等以外の「そ
の他空き家」数
（平成25年は318万戸）
※本指標は5年に一度の調
査で実績を把握しているた
め、H26-29の実績値は記
載不可である。

-

空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度

補助

担当課室 住宅政策課 課長　阿萬　哲也

事業名

会計区分

29年度

-

翌年度へ繰越し -

計

28年度

その他の事項経費

-

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

30年度要求

予算
の状
況

-

平成37年時点の賃貸・売却
用等以外の「その他空き
家」数を400万戸程度におさ
える

実施方法

26年度

％

実施市区町村数
（本事業の補助事業者）

活動実績

単位

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

主要政策・施策

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 26年度 27年度 28年度

一般会計

当初見込み

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
「住生活基本計画（平成28年3月18日）第２、目標６」（総務省（2013）「平成25年住宅・土地統計調査」）

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

29年度
活動見込

30年度
活動見込

7



繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

経
済
・
財
政
再
生

ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム 達成度 ％

施策 ２．住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

政策 １．少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

測
定
指
標

実績値 万戸 -

単位

賃貸・売却用等以外の「その他空き家」戸数

26年度

26年度
年度

中間目標 目標年度

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

空き家所有者情報を活用することにより空き家の利活用推進を図ることで、賃貸・売却用等以外の「その他空き家」戸数の発生を抑える効果があること
から、住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場の整備に寄与するものであり、上位施策の達成に資するものである。

- 37
定量的指標

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

改革
項目

分野：

27年度

本事業は、「市区町村が行う空き家所有者情報を活用するモ
デル的な取組等の実施」、「取組結果の集約・分析、全国的な
普及に向けた定型化」に必要な費用に限定して支出すること
としており、受益者との負担関係は妥当である。

国
費
投
入
の
必
要
性 ○

-

年度

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

‐

受益者との負担関係は妥当であるか。

年度

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

‐

単位

Ｘ：実績額（百万円）／Ｙ：実施市区町村数

単位当たり
コスト

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

27年度 28年度

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

○

‐

K
P
I

(

第
一
階
層

）

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

同上

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

年度

- -

目標値 万戸

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

‐

公募により補助事業を選定する。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

‐

○

事業者に対して補助金の使途を確認の上、「市区町村が行う
空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等の実施」、
「取組結果の集約・分析、全国的な普及に向けた定型化」に
必要な費用に限定して支出することとしている。

単位

‐

計画開始時
28年度 29年度

25/7

29年度活動見込28年度

百万円/団体

年度

計算式 　Ｘ/Ｙ

3

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

- -

目標値

中間目標

単位当たり
コスト

算出根拠

評　価項　　目

本事業は、社会問題化している空き家への対応として、住生
活基本計画（平成28年3月18日閣議決定）等に基づき、民間
事業者等と連携して空き家所有者情報を活用するモデル的
な取組等を行う市区町村を支援し、それら取組の全国的な普
及を図るもの。

400

目標最終年度

- -

同上

○

○

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係



※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

点検結果
点
検
・
改
善
結
果

平成22年度

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

関
連
事
業

備考

モデル的な取組みへの支援結果を適切に公表すること等により、全国的な空き家問題の解決と意識啓発につなげる必要がある。

行政事業レビュー推進チームの所見

平成28年度

モデル的な取組みへの支援結果を適切に公表すること等により、全国的な空き家問題の解決と意識啓発につなげていく。

関連する過去のレビューシートの事業番号

‐

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

平成24年度

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

外部有識者の所見

改善の
方向性

社会問題化している空き家への対応として、住生活基本計画（平成28年3月18日閣議決定）等に基づき、民間事業者等と連携して空き家所有者
情報を活用するモデル的な取組等を行う市区町村を支援し、それら取組の全国的な普及を図るという事業の目的の妥当性、国の施策として推進
する必要性が認められる。また、「市区町村が行う空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等の実施」、「取組結果の集約・分析、全国的な
普及に向けた定型化」に対して、国が支援を行うことで、効率的で実現性の高い事業を実施する。

平成23年度

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1

平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号 事業名所管府省名

国土交通省

事業者

【公募・補助】

① 市区町村が行う空き家所有者情報を活用するモデル的な取組等の実施

② 上記①の取組結果の集約・分析、全国的な普及に向けた定型化



-

（ ）

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

一般会計

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

-

主要政策・施策

-

実施方法

26年度

地域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度

補助

担当課室 住宅生産課木造住宅振興室 室長　武井　利行

事業名

会計区分

29年度

-

翌年度へ繰越し -

計

28年度

その他の事項経費

-

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

30年度要求

予算
の状
況

27年度

地域における木造住宅の適切な維持・更新を担う木造住宅施工技術体制を維持・整備するために、民間団体や工務店グループ等が行う、大
工技能者に対する一定の木造住宅施工技術、住宅生産関連知識に係る研修の実施を支援する。

-

-

- -

-

-補正予算

予備費等

当初予算 -

-

平成２９年度
事業終了

（予定）年度
平成３１年度

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

木造住宅供給の担い手となる大工技能者の急激な減少・高齢化に対して、地域の大工・工務店等から構成される団体・協議会等において技能
者を育成する体制を確保するとともに、耐久性や省エネ性に優れた住宅の供給や、適切な維持・更新を通じた地域の優良な住宅ストックの形
成を図るため、施工技術体制の整備等の取組を実施する者に対する支援を行う。

前年度から繰越し - -

平成２９年度行政事業レビューシート 国土交通省

執行額

0 0 0 465 465

執行率（％） - - -

住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱

-

465 465

関係する計画、
通知等

0

465

0

465

事業番号 新29 0002

-

29年度当初予算

465

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

住宅市場整備推進等事業費補助金

その他

計

平成29・30年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由30年度要求

465



　

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係

根拠として用いた
統計・データ名
（出典）

「住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月18日閣議決定）第2　目標5」
（国土交通省(2013)「平成25年建築着工統計」）、（国土交通省(2013)「平成25年住宅着工統計」）、（総務省（2013）「平成25年住宅・土地統計調
査」）、（総務省(2013)「平成25年家計調査年報」）、（大規模修繕等及び賃貸住宅リフォーム）国土交通省住宅局調べ（H25）

チェック

29年度
活動見込

30年度
活動見込

-

15

-

-

根拠として用いた
統計・データ名
（出典）

「住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月18日閣議決定）第２、目標４」（国土交通省(2014)「平成26年住宅着工統計」）
国土交通省住宅局調べ（長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定件数）

20

目標最終年度

- 16- -

-

-

目標値

中間目標

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

件

計算式 　　X/Y

31

26年度 27年度 28年度
活動指標及び
活動実績
（アウトプット）

活動指標

年度

465/15

29年度活動見込

- - -

活動実績

28年度

百万円

単位

計画開始時

採択事業件数

28年度 29年度

達成度 ％

- - -

単位

件

-

％

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

平成37年度までに新築住
宅における認定長期優良
住宅の割合を20％までに
引き上げる。

定量的な成果目標

年度

11.2 -

目標値 ％

-

- -
K
P
I

(

第
一
階
層

）
-

成果実績

27年度 28年度

新築住宅における認定長
期優良住宅の割合

兆円

成果指標 単位

中間目標

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標

-

単位

X：執行額（百万円）／Y：採択事業件数（件）

単位当たり
コスト

-

-

年度 年度

-

-

- - - - -

目標値 兆円 - - 12

成果実績

目標値

成果指標 単位

％
成果目標及び
成果実績
（アウトカム） ％

平成37年度までにリフォー
ムの市場規模を12兆円ま
で引き上げる。

リフォームの市場規模
（H25:7兆円）
※「住宅・土地統計調査」は
５年に一度の調査であるた
め、実績は「－」となってい
る。

成果実績 兆円

目標値

- - -

-

27年度

-

改革
項目

分野： - -

11.4

ＫＰＩ
（第一階層）

-

- -

中間目標 目標年度

-

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

本事業の実施による木造住宅の施工技術体制整備により、成果目標のうち、新築住宅における認定長期優良住宅の割合を１６％まで引き上げるこ
とにより、長期優良住宅等の資産として継承できる良質で安全な新築住宅が供給される効果があること、リフォームの市場規模を１２兆円まで引き上
げることにより、耐震性を充たさない住宅の建替えやバリアフリー化されていない住宅等のリフォームによって安全で質の高い住宅へ更新されると
いった効果があることから、少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上をより一層促進することができる。

-

32 37
定量的指標

-

20

-

- - - - -

- 12

26年度 27年度 28年度
目標最終年度

60 57

-

11.4 11.2

-

57 -

-

-

達成度

11.3

-

年度 年度37

37 年度
26年度 27年度 28年度

中間目標 目標最終年度

年度

- - - - -

- - -

- - -

年度

26年度

26年度

目標年度

年度 37 年度

中間目標

実績値 ％ 11.5

単位

新築住宅における認定長期優良住宅の割合

リフォームの市場規模

実績値 兆円

施策 ２．住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

政策 １．少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

定量的指標 単位 26年度 27年度 28年度

測
定
指
標

-

達成度 ％ -

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

28年度 29年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度 年度

-

成果実績 - - - - - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

経
済
・
財
政
再
生

ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム



厚生労働省

事業番号 事業名所管府省名

人材開発支援助成金

○

政府が定める住生活基本計画において、「地域経済を支え
る地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進やそれを担う
設計者や技能者の育成等の生産体制整備」や「伝統的な技
術を確実に継承（中略）を推進」とされていることから、木造
住宅の施工に関する人材の育成に対する補助事業は、国が
率先して優先的に行うべき事業である。

○

評　価項　　目

木造住宅の施工の担い手となる大工就業者の減少・高齢
化、特に地方部を中心とした木造住宅施工体制の空洞化が
深刻化していることを踏まえると、大工技能者の円滑な育成
により、入職促進、離職抑制を図り、木造住宅施工技術体制
の基盤強化を図る必要があるため、社会のニーズを的確に
反映している。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○

補助事業者に対して補助金の使途を確認し、不要なコストを
削減させ、効率的な事業の執行に努める。

○

改善の
方向性

-

地域における木造住宅の適切な維持・更新を担う木造住宅施工技術体制を維持・整備するために、民間団体や工務店グループ等が行う、大
工技能者に対する一定の木造住宅施工技術、住宅生産関連知識に係る研修の実施を支援する。

○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

厚生労働省の「人材開発支援助成金」は労働者のキャリア
形成を促進するための、職業訓練などを実施する事業主等
に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成する制度である。
一方で、本事業は業界団体等が大工個人を対象とし、補助
金交付要綱に定めた長期優良住宅の施工等の技術講習の
実施に補助する制度である。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

‐

公募により補助事業を選定する。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

無

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

日本再興戦略2017に位置づけられている「中古住宅・リ
フォーム市場の拡大」のために必要かつ適切な事業であると
ともに、優先度の高い事業である。

補助事業者に対して補助金の使途を確認し、不要なコストを
削減させ、効率的な事業執行に努める。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

○

‐

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

関
連
事
業

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

点
検
・
改
善
結
果

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

‐

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

無

○

点検結果

交付先に対して、講習に必要な費用のみを交付することとし
ており、受益者との負担関係は妥当である。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業所管部局による点検・改善

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐



※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

-

-

-

-

-

-

-平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成23年度

外部有識者の所見

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

平成24年度

事業実施に際しては、必要な技術・技能を確実に身に着けることができるよう、研修プログラム内容にも注視する。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成28年度

年
度

内
に

改
善

を
検

討

地域の経済活動を担う大工技能者が活躍できる環境整備を進めるため、必要な技術・技能を確実に身に着けることができる研修プログラムが組
まれるよう、チェックする必要がある。

行政事業レビュー推進チームの所見

備考

平成22年度

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

国土交通省

465百万円

【公募・補助】

A.民間団体等
（１団体）

【公募・補助】

B.民間団体等
（複数団体）

上記の

①特定政策目的技術研修事業

②生産性向上、地域の気候風土対応技術研修事業

に係る事業の提案の評価を行う事業を実施

①特定政策目的技術研修事業

②生産性向上、地域の気候風土対応技術研修

事業



-

（ ）

　

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

住宅市場整備推進等事業
費補助金

その他

計

平成29・30年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由

建築基準法及び関係法令の円滑な執行・運用を図るため、建築基準等
の合理化を進めているところであり、一層の周知徹底を行うとともに、歴
史的建築物の更なる活用等を推進することに伴う体制の構築を行うた
め、平成30年度要求では増額要求となっている。

30年度要求

250

事業番号 新29 0003

-

29年度当初予算

161

0

161

0

250

年度31

住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱

26年度 27年度 28年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

-

-

161 250

関係する計画、
通知等

達成度

-

-

年度

40日

平成２９年度行政事業レビューシート 国土交通省

執行額

0 0 0 161 250

執行率（％） - - -

平成２９年度
事業終了

（予定）年度
平成３１年度

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

建築基準法・建築士法等に係る今後の改正事項等について周知徹底を図りつつ、審査体制の強化や審査側・申請者側の資質の向上を行うことで、建築基準
法・建築士法等を円滑に執行する体制を確保することを目的とする。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

日
成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

-

27年度

事業の目的を達成するため、平成29年度は以下の8つの取り組みを行う。
1）建築基準法等に関する登録・申請システムの整備等の実施
2）建築基準法・建築士法の適切な運用のための検討・周知の実施
3）既存ストックの活用に向けた技術基準の整備及び周知の実施
4）建築物の機能継続・耐震性の確保に向けた構造設計方法等の検証・周知等の実施
5）木造建築物の設計方法及び設計に当たり留意すべき事項の周知の実施
6）建築設備及び遊戯施設の適切な設計及び維持管理の確保に向けた事例の整理及び周知
7）被災案件に係る指定確認検査機関が行う確認検査手数料の減免に対する支援の実施
8）新技術等に対応した技術基準の見直しに係る事務事業の実施

補助率：
1）～6）、8）　定額補助
7）　事業主体が各々の平成28年熊本地震による被災案件に関し建築確認検査手数料を引き下げた額（当該事業主体において一般的な案件に適用される建
築確認検査手数料の２分の１又は特定行政庁において当該平成28年熊本地震による被災案件に関し建築確認検査手数料を引き下げることとなる額のいず
れか低い額を限度とする。）を合算した額以内の額。

-

-

- -

-

構造計算適合性判定を要
する物件に係る申請受付か
ら確認済証交付までに要し
た実日数の平均（事前相談
期間を含む）
※各年度ごとに、6月、9月、
12月、3月における日数の
平均を元に算出

-

建築基準法・建築士法等の円滑な執行体制の確保に関する事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度

補助

担当課室 建築指導課 課長　淡野　博久

事業名

会計区分

29年度

-

翌年度へ繰越し -

計

28年度

その他の事項経費

-

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

30年度要求

予算
の状
況

-

建築確認審査日数を平成
31年度に40日とする

実施方法

26年度

％

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

単位

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

-

主要政策・施策

活動指標及び
活動指標 26年度 27年度 28年度

一般会計

根拠として用いた
統計・データ名
（出典）

"全体集計結果",構造計算適合性判定を要する物件に係る確認審査日数について,平成28年度,国土交通省住宅局調べ

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

29年度
活動見込

30年度
活動見込

チェック



本事業の成果と改革項目・KPIとの関係

経
済
・
財
政
再
生

ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

28年度 29年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度 年度

成果実績

目標値

達成度 ％

達成度 ％

施策 ２　住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

政策 １　少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

測
定
指
標

実績値 - -

単位

-

26年度

26年度

- - -

年度

中間目標 目標年度

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

本事業により、建築基準法・建築士法等に係る今後の改正事項等の内容を周知徹底し、審査側・申請者側の資質向上及び審査体制の強化をすること
で、より安全な住宅・建築物の流通が促進されることから、国民が求める住宅等を安心して選択できる市場の整備を促進することができる。

定量的指標

-

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

改革
項目

分野：

-

27年度

-

- - -

国
費
投
入
の
必
要
性

○

-

年度 年度

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

評価に関する説明

単位

Ｘ：実績額（百万円）／Ｙ：交付件数（件）

単位当たり
コスト

27年度 28年度

K
P
I

(

第
一
階
層

）

成果実績

建築基準法・建築士法の適切な運用のための検討・周知等を
実施するため、政策の目的の達成手段として必要かつ適切な
事業である。また、平成19年6月の建築確認審査の厳格化を
実施した改正建築基準法の施行の際には、建築確認手続き
の停滞が生じ、建築着工数が落ち込む事態が生じたことか
ら、二度と同様の事態が生じないよう建築確認審査側・申請
者側への周知徹底が必要不可欠であり、優先度が高い事業
である。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

年度

- -

目標値 -

○

単位

件

-

計画開始時

補助金の交付件数

28年度 29年度

161/8

29年度活動見込

- - -

活動実績

28年度

百万円/件

活動実績
（アウトプット）

年度

件

計算式 X/Y

20

- -

目標値

中間目標

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

評　価項　　目

建築基準法・建築士法等に係る審査体制の強化、及び審査
側・申請者側の資質の向上は、建築確認手続き等を迅速化
し、建設投資を促進する効果があることから、本事業は社会
的要請が大きい事業である。また、建築基準法・建築士法等
に関する今後の改正事項についての周知徹底を図ることも、
建設投資を促進することにつながる。

-

目標最終年度

- -

建築基準法・建築士法等に関する改正事項を周知徹底する
ことは、その趣旨を正確に伝える必要があるため、国が率先
して行うべき事業である。また、審査側・申請者側の資質向
上、審査体制の強化等についても地域偏在をなくすために
も、国が一元的に実施した方が効率的である。

○

8

8

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係



繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

点検結果

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

点
検
・
改
善
結
果

平成22年度

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

関
連
事
業

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

備考

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

社会情勢・国民意識の変化に対応した建築基準法、建築士法等の適切な運用を図るため、国民のニーズを十分に踏まえた体制整備を行う必要が
ある。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

行政事業レビュー推進チームの所見

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

平成28年度

現
状
通
り

社会情勢・国民意識の変化に対応した建築基準法、建築士法等の適切な運用を図るため、国民のニーズを十分に踏まえた体制整備を行っていく。

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

‐

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

平成24年度

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

外部有識者の所見

改善の
方向性

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

平成23年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号 事業名所管府省名



※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

国土交通省

１６１百万円

Ａ．民間事業者（複数社）

１６１百万円

【公募・補助】

1）建築基準法等に関する登録・申請システムの整備等の実施
2）建築基準法・建築士法の適切な運用のための検討・周知の実施
3）既存ストックの活用に向けた技術基準の整備及び周知の実施
4）建築物の機能継続・耐震性の確保に向けた構造設計方法等の検証・周知等の実施
5）木造建築物の設計方法及び設計に当たり留意すべき事項の周知の実施
6）建築設備及び遊戯施設の適切な設計及び維持管理の確保に向けた事例の整理及び周知
7）被災案件に係る指定確認検査機関が行う確認検査手数料の減免に対する支援の実施
8）新技術等に対応した技術基準の見直しに係る事務事業の実施


